
万博国際交流プログラム「ホストタウン事業」にかかる宿泊施設募集(第 2回)要領 

 

令和７年５月２８日 

泉佐野市 

成長戦略室 おもてなし課 

 

泉佐野市は、ウガンダ共和国グル市と友好提携都市関係にあり、２０２５年大阪・関西万

博（以下、「万博」）の開催期間（４月１３日～１０月１３日）前後を含み、ウガンダパビリ

オンを運営するスタッフ等を本市に受け入れて、滞在等を支援します。ついては、受入可能

な宿泊施設を、以下の要領で広く募集します。 

 

１．事業の目的（概要） 

万博の機会を通じて、ウガンダ共和国を支援し、その交流関係を更に深めることを目的

とします。 

 

２．事業内容 

  事業目的を達成するため、ウガンダ共和国大使館より支援要請（※）のあったウガンダ

パビリオンを運営するスタッフ等（以下、「スタッフ等」）の滞在を支援します。 

ついては、１０月末の間、スタッフ等（現在、在日ウガンダ大使館の職員が中心）が滞

在する宿泊施設を募集します。 

※ なお、現時点で、ウガンダ共和国大使館から示されている滞在予定は、別紙滞在予

定表のとおりですが、今後の支援要請によっては、変更が生じる可能性があること

をご理解のうえ、応募をお願いいたします。 

 

３．応募要件 

本公募の対象者は、４．の応募資格を満たしたうえで、泉佐野市内において旅館業法の

適用を受けて宿泊業を営んでいる宿泊施設で、次に掲げる事項を全て満たすことを要件と

します。 

・ 多文化共生の促進といった国際交流の趣旨にご理解いただけること。 

・ 別紙滞在予定表のとおり、現時点で想定されている人員（最大７名）が、７月から

１０月末までの期間、各人について個室による宿泊を確保できること（期間中に多

少の増減や滞在者の変更等も想定されます）。 

・ 泉佐野駅、日根野駅、りんくうタウン駅が徒歩圏内（徒歩１５分程度）にあること

（万博会場へのアクセスの都合による）。 

・ 施設における食事の提供は不要ですが、コンビニ、飲食店、大型商業施設、コイン

ランドリーといった生活に必要となる施設が徒歩圏内にあること。 



・ 英語対応ができるスタッフが配置されていること（常駐でなくとも可）。 

 

４．応募資格 

次の条件を満たす者とします。 

①日本に事業活動拠点を有していること。 

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

④地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

⑤市からの指名停止措置が講じられている者ではないこと。 

⑥泉佐野市暴力団排除条例（平成２４年泉佐野市条例第２８号）第２条第１号から第

三号の規定に該当しない者であること。 

⑦会社更生法(平成１４年法律第１５４号)、民事再生法(平成１１年法律第２２５号)

による更生または、再生手続きをしていないこと。 

⑧宗教活動や政 治活動を目的としていないこと。 

⑨業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、

これらを受けていること。 

 

５．採択・審査について 

（１）採択予定件数：１件 

（２）審査方法：提出された書類による審査を行います。必要に応じて、提案に関する追加

書類・資料の提出や、ヒアリングを実施することがあります。 

（３）審査基準：以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

① ４．の応募資格を満たしているか。 

② 宿泊費用、宿泊施設内の設備、駅や生活に必要な施設からの距離等を勘

案して決定します。 

 

 

 

 

評価項目 

評価項目 評価の視点 配点 

宿泊単価 ・設備、立地環境、サポート体制を鑑みて、宿

泊単価が合理的・経済的か。 

55点 



宿泊施設の設備 ・居室の広さ、居室内の設備、施設内の設備と

いったものが充実しているか。 

15点 

立地環境（宿泊

施設の周辺施

設・周辺施設へ

の利便性） 

・駅までのアクセスが良いか。 

・長期の滞在が利便となる施設が周囲にある

か、また、当該施設へのアクセスが良いか。 

15点 

サポート体制 ・英語対応ができるスタッフが、どの程度勤務

しているか。 

15点 

合計  100点 

 

（５）採択結果の決定及び通知について 

採択された申請者については、当該申請者に対しその旨を通知します。 

 

６．応募手続き 

（１）募集期間 

    募集開始日：令和７年５月２８日（水） 

    募集締切日：令和７年６月１１日（水）１２時必着 

（２）応募書類 

① 以下の書類を（４）のとおり提出してください。 

・申請書（様式１）＜１部＞ 

・企画提案書（様式２）＜１部＞ 

・宿泊施設内の設備や周辺施設が確認できる資料＜１部＞ 

② 応募書類に記載された情報については、審査、管理、政策効果検証といった一連の業

務遂行のためにのみ利用します。なお、応募書類は返却しません。 

  ③ 選定の正否を問わず、企画提案書の作成費用は支給されません。 

  ④ 企画提案書に記載する内容については、予算額内で実現が確約されることのみ表明し

てください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な

変更があった場合には、不採択となることがあります。 

（３）応募書類の提出先 

応募書類は電子メール・持参又は郵送により以下に提出してください。 

 

＜郵送の場合＞ 

〒５９８－００４８ 泉佐野市りんくう往来北１ りんくうタウン駅ビル東棟２階 

泉佐野市 成長戦略室おもてなし課「万博国際交流プログラム（ホストタウン）」担

当宛て 



＜電子メールの場合＞ 

omotenashi@city.izumisano.lg.jp 宛てに、件名を「万博国際交流プログラム（ホ

ストタウン）応募」として、必要書類を添付してください（上限 10メガバイト）。 

※ ＦＡＸによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合は、審査対象となりま

せんので、本要領等を熟読の上、注意して記入してください。 

※ 締切を過ぎての提出は受け付けられません。郵送の場合、配達の都合で締切時刻

までに届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。 

 

７． 留意点について 

① 提案された内容に基づいて、実際にスタッフ等が宿泊した人日の証憑を確認したう

えで、実際に宿泊した人日分の宿泊料を本市が月次でお支払いします。支払いにつ

いては、月次を予定していますが、協議により決定します。 

② 提案時に予定していた期間や人数に変更が生じる場合は、宿泊単価等について協議

のうえ変更になる場合があります。 

 

８．問い合わせ先 

〒５９８－００４８ 泉佐野市りんくう往来北１りんくうタウン駅ビル東棟２階 

泉佐野市 成長戦略室おもてなし課 

担当：井尻、今中 

FAX：０７２－４４７－８１２６ 

E-mail：omotenashi@city.izumisano.lg.jp 

 

本件に関するお問い合わせは、応募締め切り日時までとし、電子メール又はＦＡＸで

お願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。 

なお、お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「万博国際交流プログラム（ホスト

タウン）」としてください。他の件名（題名）ではお問い合わせに回答できない場合があ

ります。 

 

以上 


